島原文化会館　施設利用料金「後納」申出書

令和　　年　　月　　日

（一財）島原市教育文化振興事業団
理事長　濱崎　彰　様

施設利用団体（者）名
代表者　住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印
電話番号

貴事業団が指定管理者として島原市から管理を委任された施設の下記利用期間における利用料金については、島原市の条例に基づき原則として「前納」となっておりますが、「後納」とさせていただきますようお願いいたします。
なお、施設の利用料金につきましては、私の責任において使用した月分の総額を、次月初旬までに滞りなく納入することを誓約いたします。

記

（利用期間）　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日


（注）利用期間の終了日については、３月３１日を超えることはできません。
（注）この申出書は、１年度内有効であり、同じ年度内であれば利用のたびに提出する必要
はありません。



館　長
文化会館
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